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説明資料１ 



～はじめに～ 
Ⅰ目的 
Ⅱ現状 
  １．児童生徒の動向 
  ２．学校別放課後利用可能教室等 
  ３．放課後等の活用事例 
 
Ⅲ放課後利用可能教室等活用指針 
  １．指針の基本的な考え方 
    （１）適用範囲 
    （２）学校教育に支障のない範囲の活用 
  ２．放課後利用可能教室等の定義 
  ３．活用団体等の範囲 
  ４．活用にあたって配慮すべき点 
    （１）学校内の安全確保 
    （２）使用許可条件等 
    （３）経費負担 
    （４）学校教職員の関わり 
  ５．利用団体との連携 

指針に盛り込む内容（案） 
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Ⅲ３ 活用団体等の範囲 

• Ⅲ３ 活用団体等の範囲 

 

①放課後子ども教室 

 学校・家庭、学校・部活の隙間時間を活用し、
学習、体験、交流活動などを実施する放課後子
ども教室 

 またはこれに類する地域主体の教室を主宰・
主管する団体       ※いきいき学び課所管 
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• Ⅲ３ 活用団体等の範囲 

 

②放課後児童（学童）クラブ 

 放課後、保護者が就労等により昼間家庭にい
ない小学校等に通う児童を対象に遊びや生活
の場を提供し、児童の健全な育成を行うための
もの。              ※児童家庭課所管 

Ⅲ３ 活用団体等の範囲 
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• （１）学校内の安全確保 

 

利用団体は 

 ◆学校が行う安全対策・避難経路等を確認 

 ◆施設内での名札等着用を義務化 

 ◆不審者対策など学校施設内の安全確保を 

      率先して実施 

 ◆学校・利用団体等との非常時通用や連携 

     体制についても事前に確認 

活用にあたって配慮すべき点 
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• （２）使用許可条件等 

 

①石垣市学校施設の使用料に関する条例 

 石垣市学校施設の使用に関する規則に 

 基づき使用許可申請等を行う 

◆使用許可書とは別に、利用に関する協定を 

  締結 

 

 

 

４．活用にあたって配慮すべき点 
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• （２）使用許可条件等 

 

②使用許可があった場合でも、恒久的に利用 

  可能とはならない 

◆使用許可があった場合でも、直ちに復元が 

   可能であること→改修不可 

◆使用許可の期限内でも使用許可を取り消す 

   場合あり 

 

４．活用にあたって配慮すべき点 
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• （３）経費負担 

 

①電気代等維持管理に係る経費については、 

  協定書に明示 

 

②使用期間終了時等は、施設を使用前の状態 

  に回復すること 

 

４．活用にあたって配慮すべき点 
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• （４）学校職員の関わり 
 

◆平成26年７月文科省・厚労省の連名の通知に、 
  放課後子ども総合プランの実施の際には、一 
  人一人の児童の状況を共有の上、きめ細やか 
  な対応をすること。 
 
 →全国的にも課題となっている学校職員の 
  多忙化の状況を鑑み、できる限り負担のな 
  いよう運営。 

４．活用にあたって配慮すべき点 
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今後の流れ 

10 


